
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置と入力受付装置とを備え

コピー装置において、出力用紙およびコピー倍率を設定するための入力
を受け付ける方法であって、
　前記入力受付装置を介して出力用紙またはコピー倍率のいずれか一方を設定するための
入力を受け付けると、前記表示装置に他方を設定するための入力を促す情報を表示させる
こと
を特徴とする入力受付方法。
【請求項２】
　出力用紙およびコピー倍率を設定するための入力を受け付けて、設定された出力用紙お
よびコピー倍率でコピーを行うコピー装置において、

　種々の画面を表示するための表示装置と、
　前記表示装置に表示されている画面に対する入力を受け付ける入力受付装置と、
　出力用紙を設定するための入力を受け付ける用紙設定画面、および、コピー倍率を設定
するための入力を受け付ける倍率設定画面のいずれか一方の画面を前記表示装置に表示さ
せ、かつ、前記入力受付装置が表示中の画面に対する出力用紙またはコピー倍率を設定す
るための入力を受け付けると、他方の画面を表示させる表示制御装置と、を備えること

10

20

JP 3867480 B2 2007.1.10

、原稿台に載置された原稿サイズを検知するセンサが
設けられていない

　前記コピー装置には、原稿台に載置された原稿サイズを検知するセンサが設けられてい
なくて、



を特徴とするコピー装置。
【請求項３】
　請求項２記載のコピー装置において、
　前記表示制御手段は、

　前記用紙設定画面は、
　設定可能な出力用紙サイズを提示するとともに選択を受け付けるための領域を含み、
　前記倍率設定画面は、
　設定可能な、第１の定型記録紙サイズから第２の定型記録紙サイズへ拡大または縮小す
る定型変倍の変倍率を提示するとともに選択を受け付けるための領域を含み、
　前記

　当該コピー装置は、
　前記入力受付装置が、前記定型変倍の変倍率を設定するための入力および出力用紙のサ
イズを設定するための入力を受け付けた後、前記入力を受け付けた変倍率の第２の定型記
録紙サイズと、前記入力を受け付けた出力用紙のサイズとが一致するかどうかを判定する
判定部を、さらに備え、
　前記表示制御装置は、
　前記判定部による判定の結果に基づいて、前記倍率設定画面または前記用紙設定画面の
いずれか一方を、再度、前記表示装置に表示させること
を特徴とするコピー装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のコピー装置において、
　あらかじめ定められた定型記録紙サイズ以下のコピー原稿を置くことができる原稿台を
、さらに備え、
　前記入力受付装置は、さらに、出力用紙の方向の設定を受け付け、
　前記判別部は、前記入力を受け付けた前記変倍率の第１の定型記録紙サイズが、前記あ
らかじめ定められた定型記録紙サイズの１／２の定型記録紙サイズよりも大きいとき、前
記出力用紙の方向が、前記原稿台の方向と同一であるかどうかを、さらに判別すること
を特徴とするコピー装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子機器、特にコピー装置において、入力を受け付けるための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のコピー装置では、拡大コピーや縮小コピーを行うために、ユーザからの入力を受け
付けてコピー倍率を変更することができる。また、印刷用紙を収容した複数のカセットを
備え、出力する用紙サイズあるいは用紙の方向を、カセットに収容されている用紙の中か
らユーザが選択することができる。したがって、コピー装置は、用紙設定および倍率設定
ための画面を表示する表示装置と、入力を受け付ける入力受付装置を備えている。さらに
、原稿台に原稿をセットすると、原稿サイズを読み取るセンサを備えるコピー装置もある
。
【０００３】
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　出力用紙サイズの設定値を表示する第１領域、出力用紙サイズの設定値の変更を受け付
ける第２領域、コピー倍率の設定値を表示する第３領域、およびコピー倍率の設定値の変
更を受け付ける第４領域を含む設定画面を前記表示装置に表示し、
　前記入力受付装置が前記第１領域および第２領域のいずれかに対する入力を受け付ける
と前記用紙設定画面を該表示装置に表示し、前記第３領域に対する入力を受け付けるとコ
ピー倍率の設定値の入力を促す画面を該表示装置に表示し、前記第４領域対する入力を受
け付けると前記倍率設定画面を該表示装置に表示し、

入力を促す画面は、前記設定画面の中の前記第４領域を強調表示した画面であって
、



上記コピー装置では、出力用紙サイズまたはコピー倍率のいずれか一方を指定すれば、自
動的にコピーを行うことができる。たとえば、Ａ４サイズの原稿を原稿台に置き、倍率を
Ａ４からＢ４への定型変倍である１２１％と指定してコピーを行う。すると、センサが原
稿サイズを読み取って、出力用紙サイズをＢ４に自動設定して、コピーを行うことができ
る。あるいは、Ａ４サイズの原稿に対して、出力用紙サイズをＢ５に設定すれば、センサ
が原稿サイズを読み取り、Ａ４からＢ５への定型変倍である８６％でコピーが行われる。
定型変倍と一致しない組み合わせの場合は、表示装置に警告を表示して再入力を促してい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、構造を簡素化するために、原稿サイズを読み取るセンサを備えていないコピー装
置がある。このようなコピー装置においては、上記のような自動設定を伴うコピーを実行
することができない。すなわち、用紙設定および倍率設定のいずれか一方のみを設定した
だけでは、原稿サイズを読み取るセンサがないので、定型変倍を利用して定型サイズの用
紙に合うように拡大または縮小してコピーできない。このため、定型変倍を利用して拡大
または縮小コピーを行う場合は、ユーザが必ず用紙設定と倍率設定を行わなければならな
い。いずれか一方の設定を忘れてコピーをすれば、ミスコピーとなってしまう。
【０００５】
本発明は、コピー装置において、用紙設定と倍率設定の設定忘れを防止するための技術を
提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため、本発明の第一の態様によれば、表示装置と入力受付装置とを備
えるコピー装置において、出力用紙およびコピー倍率を設定するための入力を受け付ける
方法であって、前記入力受付装置を介して出力用紙またはコピー倍率のいずれか一方を設
定するための入力を受け付けると、前記表示装置に他方を設定するための入力を促す情報
を表示させる。
【０００７】
前記目的を達成するため、本発明の第二の態様によれば、出力用紙およびコピー倍率を設
定するための入力を受け付けて、設定された出力用紙およびコピー倍率でコピーを行うコ
ピー装置において、種々の画面と表示するための表示装置と、前記表示装置に表示されて
いる画面に対する入力を受け付ける入力受付装置と、出力用紙を設定するための入力を受
け付ける用紙設定画面、および、コピー倍率を設定するための入力を受け付ける倍率設定
画面のいずれか一方の画面を前記表示装置に表示させ、かつ、前記入力受付装置が表示中
の画面に対する出力用紙またはコピー倍率を設定するための入力を受け付けると、他方の
画面を表示させる表示制御装置と、を備える。
【０００８】
これにより、用紙設定と倍率設定の設定忘れを防止することができる。
【０００９】
上記第二の態様において、前記用紙設定画面は、設定可能な出力用紙サイズを提示すると
ともに選択を受け付けるための領域を含み、前記倍率設定画面は、設定可能な、第１の定
型記録紙サイズから第２の定型記録紙サイズへ拡大または縮小する定型変倍の変倍率を提
示するとともに選択を受け付けるための領域を含み、当該コピー装置は、前記入力受付装
置が、前記定型変倍の変倍率を設定するための入力および出力用紙のサイズを設定するた
めの入力を受け付けた後、前記入力を受け付けた変倍率の第２の定型記録紙サイズと、前
記入力を受け付けた出力用紙のサイズとが一致するかどうかを判定する判定部を、さらに
備え、前記表示制御装置は、前記判定部による判定の結果に基づいて、前記倍率設定画面
または前記用紙設定画面のいずれか一方を、再度、前記表示装置に表示させることを特徴
とするコピー装置。
【００１０】

10

20

30

40

50

(3) JP 3867480 B2 2007.1.10



これにより、ユーザによる入力操作が簡素化され、定型変倍の設定と用紙サイズの設定が
一致しない場合、ユーザに対して再入力を促すことができる。
【００１１】
上記第二の態様において、好ましくは、あらかじめ定められた定型記録紙サイズ以下のコ
ピー原稿を置くことができる原稿台を、さらに備え、前記入力受付装置は、さらに、出力
用紙の方向の設定を受け付け、前記判別部は、前記入力を受け付けた前記変倍率の第１の
定型記録紙サイズが、前記あらかじめ定められた定型記録紙サイズの１／２の定型記録紙
サイズよりも大きいとき、前記出力用紙の方向が、前記原稿台の方向と同一であるかどう
かを、さらに判別するようにしてもよい。
【００１２】
これにより、定型変倍の出力側の記録紙サイズと出力用紙サイズが一致していても、用紙
の方向が一致しない場合には、ユーザに対して再入力を促すことができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
【００１４】
図１は、本発明の実施形態を適用したコピー装置１の外観構成図である。図１に示すよう
に、このコピー装置１は、プリンタ制御部（図２参照）１１を内蔵するプリンタ１０、プ
リンタオプション部１２、操作盤２０、および、スキャナ３０を備えている。
【００１５】
このコピー装置１は、拡張ボードとして構成されるプリンタオプション部１２をプリンタ
１０の背面に形成される拡張スロットに装着するとともに、図示せぬケーブルにてこのプ
リンタオプション部１２に操作盤２０およびスキャナ３０をそれぞれ接続することにより
、デジタル方式のコピー印刷を可能にしたものである。
【００１６】
プリンタ１０は、コンピュータの周辺機器として一般に市販されるものであり、プリンタ
オプション部１２が装着されることによりコピー装置１のコピー制御部および印刷部とし
て用いられる装置である。プリンタ１０に内蔵されるプリンタ制御部１１は、受信したイ
メージデータを印刷データに変換するとともに、その印刷データに基づくイメージを印刷
用紙に印刷する。
【００１７】
プリンタオプション部１２は、操作盤２０から入力された各種情報に基づいて、スキャナ
３０から入力された画像データを適宜処理してイメージデータに変換し、そのイメージデ
ータをプリンタ制御部１１に送信する装置である。
【００１８】
操作盤２０は、本コピー装置１用に製造された機器であり、本コピー装置の入力部として
用いられる装置である。この操作盤２０には、各種画面を表示するＬＣＤ（液晶表示板）
２１と、このＬＣＤ２１に重ねられ、ユーザからの入力を受け付けるタッチパネル２２と
、各種キーを有するキーボード２３とが、組み込まれている。
【００１９】
スキャナ３０は、コンピュータの周辺機器として一般に市販されるものであり、コピー装
置１の原稿読取部として用いられる装置である。このスキャナ３０は、原稿台３０ａに置
かれた原稿を読み取ることにより、その原稿の画像データを得る。原稿台３０ａは、最大
でＡ３サイズの原稿を読み取ることができる大きさである。このため、Ａ３またはＢ４の
原稿をセットできる方向は、一方向に定まる。ここで、この方向をタテ方向とする。
【００２０】
以下、これら各装置毎に、その内部構成を説明する。
【００２１】
図２は、コピー装置１の内部のハードウェア構成を示すブロック図である。先にプリンタ
１０（プリンタ制御部１１およびプリンタオプション部１２）の構成を説明し、後に操作
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盤２０の構成について説明する。
【００２２】
この図２に示すように、プリンタオプション部１２がプリンタ１０に装着されることによ
り、プリンタ１０に内蔵されるプリンタ制御部１１の各ハードウエア１１０～１１４とプ
リンタオプション部１２の各ハードウエア１２０～１２４とが、共通のバス（データパス
およびシステムパス）Ｂに接続される。
【００２３】
プリンタ制御部１１は、ＣＰＵ１１０、ＲＡＭ１１１、印刷機構１１２、ＲＯＭ１１３、
および、ＲＯＭ１１４を、主要構成としている。プリンタオプション部１２は、第１ＲＡ
Ｍ１２０、画像処理制御回路１２１、第２ＲＡＭ１２２、スキャナ専用インターフェース
１２３、および、シリアルインターフェース１２４を、主要構成としている。
【００２４】
プリンタ制御部１１のＣＰＵ１１０は、各種デバイスを統合的に制御する中央処理装置で
ある。ＲＡＭ１１１は、このＣＰＵ１１０の作業領域が展開されるメモリである。印刷機
構１１２は、実際に印刷用紙上にイメージを印刷する印刷エンジンや、印刷前に印刷用紙
を給紙するとともに印刷後に排紙する搬送機構などからなる。
【００２５】
スキャナ専用インターフェース１２３は、ケーブルＣを介してスキャナ３０に接続され、
スキャナ３０との間のデータ交換（スキャナ３０に対する命令の送信、スキャナ３０から
の画像データ等の受信）を司る。
【００２６】
第１ＲＡＭ１２０は、スキャナ３０から受信した画像データを一時的に記録しておくため
のメモリである。画像処理制御回路１２１は、ガンマ補正、モアレ除去、エッジ強調、カ
ラーマッチングなどの画像処理を行える回路であり、ＣＰＵ１１０の指示に応じて、第１
ＲＡＭ１２０から読み出した画像データに対して画像処理を施し、画像処理後のイメージ
データを第２ＲＡＭ１２２に記録する。
【００２７】
ＲＯＭ１１３、１１４は、ＣＰＵ１１０によって実行される各種のプログラムが記録され
たメモリである。ＲＯＭ１１３は、イメージデータを印刷機構１１２が印刷するのに適し
た印刷データに変換するプリンタ制御プログラムやＢＩＯＳを、主に記憶している。また
、ＲＯＭ１１４は、ＣＰＵ１１０をコピー装置１のコピー制御部として動作させるための
各種プログラムやデータを、主に記憶している。このＲＯＭ１１４に記憶されたプログラ
ムは、コピー制御プログラム、スキャナ制御プログラム、画像処理プログラムを含む。
【００２８】
なお、ＲＯＭ１１４は、プリンタオプション部１２と同様に、プリンタ制御部１１から取
り外すことが出来るものとなっており、プリンタ１０の電源が投入された際、ＣＰＵ１１
０は、ＲＯＭ１１３に記憶されたＢＩＯＳにしたがってＲＯＭ１１４およぴプリンタオプ
ション部１２が装着されているか否かをチェックする。
【００２９】
そして、ＣＰＵ１１０は、当該ＢＩＯＳによるブート制御により、ＲＯＭ１１４またはプ
リンタオプション部１２が装着されていない場合には、ＲＯＭ１１３ないのプリンタ制御
プログラムにしたがって、通常のネットワークプリンタとしての印刷処理を行う。また、
ＲＯＭ１１３およびＲＯＭ１１４内の各プログラムしたがって、コピー装置１のコピー制
御部として、画像読取制御、画像処理制御、および、画像印刷制御を行う。
【００３０】
プリンタオプション部１２のシリアルインターフェース１２４は、ケーブルＣ 'を介して
操作盤２０に接続され、操作盤２０との間のデータ交換（操作盤２０に対する各種情報や
命令の送信、操作盤２０におけるボタン入力またはキー入力に対応する各種データの受信
）を司る。
【００３１】
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上記シリアルインターフェース１２４に接続される操作盤２０は、図１で示したＬＣＤ２
１、タッチパネル２２、および、キーボード２３のほかに、バスＢ 'によって互いに接続
されたＣＰＵ２００、ＲＡＭ２０１、ＲＯＭ２０２、ＬＣＤ制御回路２０３、キースキャ
ン制御回路２０４、および、シリアルインターフェース２０５を、備えている。また、Ｌ
ＣＤ２１は、ＬＣＤ制御回路２０３に接続されているとともに、タッチパネル２２および
キーボード２３は、キースキャン制御回路２０４に接続されている。
【００３２】
ＬＣＤ２１は、液晶を挟む電極間に電圧を印加して偏光方向を制御することによって光を
透過又は遮蔽させる液晶パネルを備えたディスプレイであり、この液晶パネルは、モノク
ロ２階調の３２０×２４０ドットマトリックスからなる。
【００３３】
このＬＣＤ２１に重ねられたタッチパネル２２は、８×６個の検出点を有する感圧式の透
明センサからなるエリアセンサである。ユーザがＬＣＤ２１に表示されているボタン等の
所定の領域を押す感覚で、ＬＣＤ２１上に重ねられたタッチパネル２２の領域を指で抑圧
する。タッチパネル２２は、その領域に対応する電気信号を、キースキャン制御回路２０
４に入力する。
【００３４】
また、キーボード２３は、図１に示したスタートキー２３ａ、テンキー２３ｂ、及び、リ
セットキー２３ｃを含む各種のキーからなり、操作者によって何れかのキーが押されたキ
ーボード２３は、そのキーに対応する電気信号を、キースキャン制御回路２０４に入力す
る。
【００３５】
ＬＣＤ制御回路２０３は、画面データを一時記憶するためのメモリと、ＬＣＤ２１の電極
に駆動電圧を印加するための駆動回路とを、備えており、ＣＰＵ２００から受信した画面
データを、自己の内部に備えるメモリ内に一時的に記録した後、その画面データに従って
ＬＣＤ２１の電極に対して駆動電圧を印加することにより、その画面データに基づく画面
をＬＣＤ２１に表示する。
【００３６】
キースキャン制御回路２０４は、タッチパネル２２またはキーボード２３の状態を周期的
に検出し、タッチパネル２２またはキーボード２３からの入力があった場合には、その入
力に応じた入力信号データを保持する。
【００３７】
シリアルインターフェース２０５は、ケーブルＣ 'を介してプリンタオプション部１２の
シリアルインターフェース１２４に接続され、プリンタ制御部１１のＣＰＵ１１０との問
のデータ交換（操作盤２０におけるボタン入力又はキー入力に対応する各種データの送信
、操作盤２０に対する各種情報や命令の受信）を司る。
【００３８】
ＣＰＵ２００は、制御盤２０全体の制御を行う中央処理装置である。ＲＯＭ２０２は、Ｌ
ＣＤ制御回路２０３へ指示を与えるプログラム、ＬＣＤ２１に表示するための各種画面デ
ータ、キースキャン制御回路２０４へ指示を与えるプログラム、および、シリアルインタ
ーフェース制御プログラムなど、各種のプログラムを記憶したメモリである。ＲＡＭ２０
１は、ＣＰＵ２００が読み出した各種プログラムをキャッシュするとともに、このＣＰＵ
２００による作業領域が展開されるメモリである。
【００３９】
この操作盤２０の機能構成図を、図３に示す。すなわち、操作盤２０は、表示制御部２１
０と、入力受付部２２０と、パラメータ判定部２３０と、画面データ記憶部２５０と、パ
ラメータ記憶部２６０とを、内部機能として有する。図３に示す機能構成は、ＲＯＭ２０
２に記録されている各種プログラムを読み出してＣＰＵ２００が実行することにより実現
される。
【００４０】
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画面データ記憶部２５０は、ＬＣＤ２１に表示させる各種画面を表示するためのデータを
記憶する。たとえば、図７および図１０に示すメイン画面５００、５５０、図８（ａ）～
（ｃ）に示す倍率選択画面群（倍率メニュー画面６００、拡大メニュー画面６１０、縮小
メニュー画面６３０）、および、図９に示す出力用紙選択画面７００等を表示するための
データを記憶する。各画面の詳細については後述する。
【００４１】
パラメータ記憶部２６０は、ユーザが設定可能なパラメータの値を記憶するための領域を
有し、その設定値を記憶する。たとえば、パラメータ記憶部２６０は、図５（ａ）、図５
（ｂ）、図５（ｃ）に示すようなデータ項目を有する。すなわち、出力用紙２６１と、コ
ピー倍率２６２とを有し、出力用紙２６１には、さらに、出力用紙サイズ２６１ａと用紙
方向２６１ｂとを含む。
【００４２】
表示制御部２１０は、ＬＣＤ制御回路２０３を制御して、画面データ記憶部２５０から各
種画面を表示するための情報を取得して、ＬＣＤ２１に表示させる。たとえば、表示制御
部２１０は、ＬＣＤ２１にメイン画面５００、５１０（図７、図１０参照）、倍率選択画
面群６００、６１０、６２０（図８参照）、出力用紙選択画面７００（図９参照）等を表
示させる。さらに、入力受付部２２０から表示中の各画面に対する入力があったことの通
知を受け付けると、表示制御部２１０は、その入力に応じた処理を行う。例えば、その通
知が画面遷移指示であるときは、表示制御部２１０は、表示中の画面から指示された他の
画面に表示切り替えを行う。あるいは、その通知がパラメータ設定の通知であるときは、
必要なパラメータの設定が完了したかどうかを判定する。すなわち、出力用紙サイズおよ
びコピー倍率の双方の設定が完了したかを判定する。設定が完了すれば、パラメータ判定
部２３０へパラメータ設定完了の通知を行う。
【００４３】
入力受付部２２０は、キースキャン制御回路２０４を制御して、タッチパネル２２または
キーボード２３からの入力を受け付ける。さらに、入力受付部２２０は、受け付けた入力
を判別する。判別の結果、受け付けた入力がパラメータ設定入力であれば、入力受付部２
２０はその旨を表示制御部２１０へ通知するとともに、設定されたパラメータの値をパラ
メータ記憶部２６０に記憶する。また、受け付けた入力が他の画面への遷移入力であれば
、表示制御部２１０へその旨を通知する。一つの入力で、パラメータを設定するとともに
、画面遷移を行う場合もある。
【００４４】
パラメータ判定部２３０は、表示制御部２１０からパラメータの設定完了通知を受けて、
パラメータ記憶部２６０に記憶されているパラメータ値が不整合であるかを判定する。本
コピー装置１は、原稿サイズを取得するためのセンサを備えていない。そのため、ユーザ
の誤設定により、定型変倍の出力側の記録紙サイズと設定された出力用紙サイズが一致し
ないままコピーを行うと、ミスコピーとなる。それを防止するためにパラメータ値の不整
合確認を行う。ここで、定型変倍とは、第１の定型記録紙サイズから第２の定型記録紙サ
イズへ拡大または縮小する変倍率のことをいう。パラメータ値が不整合であるとは、具体
的には、出力用紙のサイズおよび方向の設定の少なくともいずれか一方が、定型変倍の出
力側の定型の記録紙サイズまたは方向と一致しないことをいう。
【００４５】
たとえば、パラメータ判定部２３０は、表示制御部２１０から、出力用紙サイズおよびコ
ピー倍率の設定が完了したことの通知を受け付ける。この通知を受け付けると、パラメー
タ判定部２３０は、パラメータ記憶部２６０に記憶されている出力用紙設定２６１および
コピー倍率設定２６２を取得する。
【００４６】
パラメータ判定部２３０内には、図４に示す定型変倍情報２４０を保持している。定型変
倍情報２４０は、定型変倍の倍率２４１、原稿サイズ２４２および変倍の出力側の記録紙
サイズ２４３を含む。定型変倍では、図４に示すように、たとえば１４１％、１１５％、
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８６％、７０％のように、一つの倍率２４１に対して、複数の原稿サイズ２４２と変倍出
力サイズ２４３の組が存在することがある。
【００４７】
そして、この定型変倍情報２４０に基づいて、設定済みパラメータが不整合でないかチェ
ックする。以下、その処理手順の例を図６に示す。
【００４８】
パラメータ記憶部２６０から、出力用紙２６１とコピー倍率２６２に記憶されている情報
を取得する（Ｓ１０１）。取得したコピー倍率２６２が、定型変倍のいずれかの倍率２４
１であるかどうかを判別する（Ｓ１０２）。設定済みコピー倍率２６２が倍率２４１のい
ずれとも一致しない場合は、整合性判定を行わない（Ｓ１１１）。
【００４９】
設定済みコピー倍率２６２が倍率２４１のいずれかと一致する場合は、その倍率２４１と
対応する変倍出力サイズ２４３が、設定済み出力用紙サイズ２６１ａと一致するかどうか
を判断する（Ｓ１０３）。変倍出力サイズ２４３が複数ある場合は、そのうちのいずれか
と一致するかどうかを判断する。出力用紙サイズ２６１ａと変倍出力サイズ２４３とが一
致しない場合は、パラメータ設定が不整合と判定する（Ｓ１１２）。
【００５０】
一致する場合は、原稿サイズ２４２がＡ３またはＢ４であるかどうかを判定する（Ｓ１０
４）。原稿サイズ２４２がＡ３、Ｂ４のいずれかである場合は、さらに出力用紙方向２６
１ｂの設定がタテであるかを判別する（Ｓ１０５）。出力用紙方向２６１ｂの設定がタテ
でないの場合、不整合と判断する（Ｓ１１２）。これは、以下の理由による。つまり、コ
ピー装置１の構造上、Ａ３の１／２であるＡ４よりも大きいＡ３またはＢ４サイズの原稿
は、原稿台３０ａにタテ方向にしか置くことができない。さらに、本コピー装置１は、読
み取った原稿をタテ方向からヨコ方向、または、ヨコ方向からタテ方向へ回転する機能を
備えていない。したがって、Ａ３またはＢ４を縮小コピーした場合に出力用紙方向２６１
ｂがタテでないと原稿の全内容をコピーすることができないからである。
【００５１】
Ｓ１０５出力用紙方向２６１ｂの設定がタテの場合、および、原稿サイズ２４２がＡ３、
Ｂ４のいずれでもない場合は、一応、整合していると判断する（Ｓ１１５）。
【００５２】
上記処理は、明らかに不整合な場合を除去するためのものである。従って、一応整合して
いると判断された場合であっても、現実には不整合であることも起こり得る。
【００５３】
つぎに、図７から１０に示す各画面について説明する。ＬＣＤ２１に表示されている以下
の各画面に対して、ユーザは、タッチパネル２２に触れて、画面上のボタン押下等の操作
受付領域に対する入力を行うことができる。つまり、ユーザが、ＬＣＤ２１に表示されて
いるボタン等に対応するタッチパネル２２の領域に触れると、入力受付部２２０が入力を
受け付けることになる。なお、本実施形態ではタッチパネル２２を用いているが、キーボ
ード、マウス等、他の入力装置を用いてもよい。
【００５４】
図７に示すメイン画面５００には、コピー倍率の設定値を変更するための縮小ボタン５１
１および拡大ボタン５１２と、コピー倍率の設定値を表示する倍率表示領域５１４と、出
力用紙の設定を変更するための用紙選択ボタン５２１と、出力用紙の設定値を表示するた
めの用紙表示領域５２４とが表示されている。その他に、コピー条件を設定するための各
種ボタンが表示されている。
【００５５】
縮小ボタン５１１は、縮小コピーを行うときに縮小倍率を設定するためのボタンである。
縮小ボタン５１１が押されると、表示制御部２１０は、ＬＣＤ２１に縮小メニュー画面６
３０を表示させる。拡大ボタン５１２は、拡大コピーを行うときに拡大倍率を設定するた
めのボタンである。拡大ボタン５１２が押されると、表示制御部２１０は、ＬＣＤ２１に
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拡大メニュー画面６１０を表示させる。倍率表示領域５１４には、コピー倍率の設定値、
すなわち、パラメータ記憶部２６０のコピー倍率２６２に記憶されている倍率が表示され
る。倍率表示領域５１４をユーザが押下すると、倍率メニュー画面６００が表示される。
つまり、倍率表示領域５１４も、ユーザからの倍率設定のための入力を受け付けることが
できる。
【００５６】
用紙選択ボタン５２１は、出力用紙を選択するためのボタンである。用紙選択ボタン５２
１が押されると、表示制御部２１０は、ＬＣＤ２１に用紙選択画面７００を表示させる。
用紙表示領域５２４には、出力用紙の設定値、すなわち、パラメータ記憶部２６０に記憶
されている出力用紙サイズ２６１ａに記憶されている用紙サイズが表示され、用紙の方向
２６１ｂは、絵文字５２４ａで表される。用紙表示領域５２４をユーザが押下すると、出
力用紙選択画面７００が表示される。つまり、用紙表示領域５２４も、ユーザからの用紙
設定のための入力を受け付けることができる。
【００５７】
本実施形態のコピー装置１において、用紙設定と倍率設定はいずれを先に行ってもよい。
表示制御部２３０は、いずれか一方の設定画面において、ユーザからの設定入力を受け付
けると他方の画面へ遷移して、当該他方の設定入力を促す。このコピー装置１は、原稿用
紙サイズを計測するためのセンサを設けていない。したがって、上記のように入力を促す
ことにより、用紙設定と倍率設定の両方とも確実に設定されることになり、設定忘れを防
止することができる。
【００５８】
また、図１０に示すメイン画面５５０は、コピー倍率が１１５％、出力用紙がＡ４ヨコに
設定された場合の例を示す。なお、この状態から、さらに縮小ボタン５１１、拡大ボタン
５１２、等倍ボタン５１３、あるいは、用紙選択ボタン５２１を押して、再度、コピー倍
率または出力用紙の設定をやり直すことができる。
【００５９】
次に、図８にコピー倍率を設定するための入力を受け付ける倍率選択画面群６００、６１
０、６２０を示す。
【００６０】
図８（ａ）に示す倍率メニュー画面６００には、縮小ボタン５１１、拡大ボタン５１２、
等倍ボタン５１３、倍率表示領域５１４、および、キャンセルボタン６０３が表示されて
いる。その他の表示は、グレーアウトして操作を受け付けないようになっている。縮小ボ
タン５１１、拡大ボタン５１２および等倍ボタン５１３は、点滅表示等の強調表示をさせ
てもよい。ここで、縮小ボタン５１１、拡大ボタン５１２および倍率表示領域５１４が押
されたときの動作は、メイン画面５００のときと同様である。等倍ボタン５１３が押下さ
れると、倍率が等倍、すなわち１００％に決定し、パラメータ記憶部２６０のコピー倍率
２６２に記憶される。
【００６１】
図８（ｂ）に示す拡大メニュー画面６１０には、定型変倍の変倍率と原稿サイズおよび変
倍用紙サイズを表示した倍率選択ボタン６１１、６１２、６１３、６１４と、等倍ボタン
６１５と、決定ボタン６１６と、キャンセルボタン６１７とが表示されている。この他に
も、ズーム倍率設定ボタン、および、コピー倍率、印刷用紙の設定値等が表示されている
。定型変倍の倍率選択ボタン６１１、６１２、６１３、６１４のいずれかが選択され、決
定ボタン６１６が押されると、コピー倍率が各ボタン６１１、６１２、６１３、６１４に
割り当てられた定型変倍の倍率に決定される。等倍ボタン６１５が押されると、コピー倍
率が等倍に決定される。決定された倍率は、パラメータ記憶部２６０のコピー倍率２６２
に記憶される。
【００６２】
図８（ｃ）に示す縮小メニュー画面６３０には、定型変倍の選択ボタン６３１、６３２、
６３３と、等倍ボタン６１５と、決定ボタン６１６と、キャンセルボタン６１７とが表示
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されている。この他にも、ズーム倍率設定ボタン、および、コピー倍率、印刷用紙の設定
値等が表示されている。拡大メニュー画面６１０同様に、定型変倍の選択ボタン６３１、
６３２、６３３のいずれかが選択され、決定ボタン６１６が押されると、コピー倍率が各
ボタン６３１、６３２、６３３に割り当てられた定型変倍の倍率に決定される。等倍ボタ
ン６１５が押されると、コピー倍率が等倍に決定される。決定された倍率は、パラメータ
記憶部２６０のコピー倍率２６２に記憶される。
【００６３】
図９に出力用紙を設定するための入力を受け付ける出力用紙選択画面７００を示す。出力
用紙選択画面７００には、カセットにセットされている用紙のサイズおよび方向を表示し
ている選択ボタン７０１、７０２、７０３と、キャンセルボタン７０４と表示されている
。この他に、手差しトレイの選択ボタンが表示されている。用紙選択ボタン７０１、７０
２、７０３のいずれかが選択されると、各ボタン７０１、７０２、７０３に割り当てられ
ているカセットにセットされている用紙が、出力用紙に決定する。決定された出力用紙は
、パラメータ記憶部２６０の出力用紙２６１に記憶される。
【００６４】
つぎに、パラメータ設定の手順を図１１から１３を用いて、具体例で説明する。
【００６５】
図１１に示す例では、用紙設定を行った後、倍率設定を行う。まず、表示制御部２１０が
、ＬＣＤ２１にメイン画面５００を表示させる（Ｓ２０１）。ユーザが用紙選択ボタン５
２１を押すと、表示制御部２１０は、ＬＣＤ２１に出力用紙選択画面７００を表示させる
（Ｓ２０２、Ｓ２０３）。出力用紙選択画面７００において、ユーザが用紙選択ボタン７
０１を押して、Ａ４ヨコの用紙を選択する（Ｓ２０４）。用紙が選択されると、倍率メニ
ュー画面６００がＬＣＤ２１に表示される（Ｓ２０５）。ここで、縮小ボタン５１１、拡
大ボタン５１２および等倍ボタン５１３を、点滅表示させる。ユーザが拡大ボタン５１２
を押すと、拡大メニュー画面６２０が表示される（Ｓ２０６、Ｓ２０７）。ユーザは選択
ボタン６１１を押して、倍率１１５％を選択し、決定ボタン６１６を押す（Ｓ２０８）。
これにより、パラメータ記憶部２６０の出力用紙２６１およびコピー倍率２６２が、図５
（ａ）のように設定された。ここで、パラメータ判定部２３０が図６に示す処理手順で、
パラメータの整合性判定を行う（Ｓ２０９）。この場合、整合していると判断され、図１
０に示すメイン画面５５０がＬＣＤ２１に表示され、ユーザはコピーをすると設定した状
態でコピーが可能となる。
【００６６】
次に、図１２に示す例では、倍率設定を行った後、用紙設定を行う。表示制御部２１０が
、ＬＣＤ２１にメイン画面５００を表示させる（Ｓ３０１）。ユーザが拡大ボタン５１２
または用紙表示領域５２４を押すと、表示制御部２１０は、ＬＣＤ２１に拡大メニュー画
面６１０を表示させる（Ｓ３０２、Ｓ３０３）。拡大メニュー画面６１０において、ユー
ザが選択ボタン６１１を押して、１１５％を選択し、決定ボタン６１６を押す（Ｓ３０４
）。倍率が選択されると、用紙選択画面７００がＬＣＤ２１に表示される（Ｓ３０５）。
ユーザは選択ボタン７０２を押して、Ｂ５タテを選択する（Ｓ３０６）。これにより、パ
ラメータ記憶部２６０の出力用紙２６１およびコピー倍率２６２が、図５（ｂ）のように
設定された。ここで、パラメータ判定部２３０が図６に示す処理手順で、パラメータの整
合性判定を行う（Ｓ３０７）。この場合、Ｓ１０３において、設定された出力用紙サイズ
（Ｂ５）と、１１５％の出力サイズ（Ａ３、Ａ４）とが一致しないので、不整合と判定さ
れる。
【００６７】
この結果、このままコピーを実行すると原稿の一部が欠落したままコピーがされることに
なる。そこで、そのことをユーザへ警告する。具体的には、図１２に示す例では、倍率設
定を先に行っているので、倍率メニュー画面６００をＬＣＤ２１に表示して、倍率の再入
力を促す（Ｓ３０８）。この後、倍率が再度入力されると、メイン画面が再度表示されて
、コピーの実行が可能となる。なお、倍率が再入力された後は、パラメータの整合性判定
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は行わない。したがって、不整合が起こっていてもそのままである。これは、一度再入力
を促せば、警告としての役目は果たしていると考えられること、および、ユーザによって
は、原稿の一部のみをコピーしたい場合や、出力用紙の一部に余白を設けたい場合等、意
図的に不整合のままコピーを行いたい場合もあることを考慮したものである。
【００６８】
次に、図１３に示す例では、用紙設定を行った後、倍率設定を行う。表示制御部２１０が
、ＬＣＤ２１にメイン画面５００を表示させる（Ｓ４０１）。ユーザが用紙選択ボタン５
２１または、用紙表示領域５２４を押すと、表示制御部２１０は、ＬＣＤ２１に出力用紙
選択画面７００を表示させる（Ｓ４０２、Ｓ４０３）。出力用紙選択画面７００において
、ユーザが用紙選択ボタン７０１を押して、Ａ４ヨコの用紙を選択する（Ｓ４０４）。用
紙が選択されると、倍率メニュー画面６００がＬＣＤ２１に表示される（Ｓ４０５）。こ
こで、縮小ボタン５１１、拡大ボタン５１２および等倍ボタン５１３を、点滅表示させる
。ユーザが縮小ボタン５１１を押すと、縮小メニュー画面６３０が表示される（Ｓ４０６
、Ｓ４０７）。ユーザは選択ボタン６３２を押して、倍率８１％を選択し、決定ボタン６
１６を押す（Ｓ４０８）。これにより、パラメータ記憶部２６０の出力用紙２６１および
コピー倍率２６２が、図５（ｃ）のように設定された。ここで、パラメータ判定部２３０
が図６に示す処理手順で、パラメータの整合性判定を行う（Ｓ４０９）。この場合、原稿
サイズがＢ４であるので、Ｓ１０４からＳ１０５へ処理が移る。Ｓ１０５において、用紙
方向２６１ｂがヨコであるので、不整合と判断される。
【００６９】
この場合、図１２の例と同様にユーザへ警告を行う。ここでは、用紙設定を先に行ったの
で、再度用紙選択画面７００を表示し、再入力を促す（Ｓ４１０）。ここで、出力用紙が
再度入力されると、メイン画面が再度表示されて、コピーの実行が可能となる。さらにパ
ラメータの整合性判定は行わないことは、図１２の例と同様である。
【００７０】
なお、上記実施形態において説明した各構成は、所定の機能を実現するために必要な構成
のみを用いることもできる。また、その際、必要でない構成については省略をすることも
できる。
【００７１】
【発明の効果】
本発明によれば、コピー装置において、用紙設定と倍率設定の設定忘れを防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置の外観の構成を示す説明図である
。
【図２】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置内部のハードウェア構成を示す説
明図である。
【図３】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置の操作盤の機能構成を示す説明図
である。
【図４】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置で用いる定型変倍情報を示す説明
図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ、本発明にかかる実施形態を適用したコピ
ー装置のパラメータ記憶部に記憶する記憶内容の例を示す説明図である。
【図６】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置におけるパラメータ整合性判定の
処理手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置におけるメイン画面の例を示す説
明図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置にお
ける倍率選択画面群の例を示す説明図である。
【図９】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置における出力用紙選択画面の例を
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示す説明図である。
【図１０】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置におけるメイン画面の例を示す
説明図である。
【図１１】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置における用紙選択およびコピー
倍率選択の手順の例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置における用紙選択およびコピー
倍率選択の手順の例を示すフローチャートである。
【図１３】本発明にかかる実施形態を適用したコピー装置における用紙選択およびコピー
倍率選択の手順の例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１…コピー装置
１０…プリンタ
２０…操作盤
２１…ＬＣＤ
３０…スキャナ
５００、５５０…メイン画面
６００…倍率メニュー画面
６１０…拡大メニュー画面
６３０…縮小メニュー画面
７００…出力用紙選択画面
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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